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みどりの保全と創出第３節
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◆水源かん養＊機能の発揮や生態系＊に配慮した森林の整備・保全
　水源の涵

かん

養
よう

や土砂災害の防止など森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため、間伐や広葉樹の植栽などの森林整備を実施し
ました。また、スギ花粉削減対策として、間伐
を中心としたスギの伐採や花粉の少ない品種へ
の転換などに取り組みました。

◆里山や平地林の整備・保全・活用
　里山・平地林を適切に維持管理するため、繁
茂してしまったタケやササの刈払い等を行う地
域の活動を支援しました。

◆森林の病虫獣害防止対策の実施
　ニホンジカによる食害やツキノワグマによる
剥皮被害を防止するため、侵入を防止するため
の柵や樹皮ガードなどを設置しました。
　また、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ対策として、被害木の除去を行いました。

◆都市と山村の連携による森づくり
　県内の山側市町村と都市部市町との結びつきを強め、地域間連携により山側市町村において森林整備等を行い、都市部市町において
山側市町村から供給される木材を利用する取組等を支援しています。

写真３―１，３―２　森林整備施工前・後
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◆県民参加による森づくりの推進
・森林活動を体験できる機会の充実
　森林ふれあい施設の利用促進
　多くの県民が楽しみながら林業や森林などについて学ぶ機会を提供するため、体験学習やイベントの充実を図っています。また、来
訪者が安全で安心して利用できるよう、施設の整備を計画的に行いました。
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図３―２　森林ボランティア活動に参加する企業・団体数
・森林ボランティアを行う企業・団体への支援
　将来にわたり森林の有する公益的機能を維持していくため、県民参加による森づ
くりを進め、令和５年度末までに、２６２の企業・団体が森づくりに参加しています。
　また、埼玉県森づくりサポートセンターによる森づくりの相談業務、技術指導等
を行いました。
・森林環境教育や木育＊の推進
　森林内での体験活動などを通じて、森林が持つ多面的機能等について理解と関心
を深めています。また、様々な機会を捉えて木育活動を実施し、木材や木製品との
ふれあいを通じて木の親しみや木の文化への理解を深めています。

◆自然公園の保全
　自然公園法に基づき、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進
を図ることを目的とする国立公園が、本県では１か所指定されています。また、同
様に、埼玉県立自然公園条例に基づき、埼玉県立自然公園を１０か所指定しています。
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表３―２　埼玉県内の自然公園等

センター

自然歩道
首都圏自然歩道
～関東ふれあいの道～

１都６県を回遊する全長約１,８００kmの長距離歩道で、本県では１３コー
ス、延長１５５.５kmを整備している。

指　定
年月日 関係市町村 公園面積

（ha）
特別地域
（ha）

1 S２５.７.１０ 秩父市，小鹿野町 ３４,４１１.０ １２,７１１.０

❶ S２６.３.９ 所沢市，入間市 １,８０７.８

❷ S２６.３.９ 飯能市，入間市，日高市 ２１,８３９.０

❸ S２６.３.９ 毛呂山町，越生町，ときが
わ町 ９,４２０.２ １,０７５.９

❹ S２６.３.９ 秩父市，小川町，皆野町，長
瀞町，東秩父村，寄居町 １４,７５３.６ ２,０６５.５

❺ S２９.３.９ 東松山市，嵐山町，吉見町，
鳩山町 ４,６３８.０

指　定
年月日 関係市町村 公園面積

（ha）
特別地域
（ha）

❻ S２９.３.９ 秩父市，本庄市，皆野町，神
川町 ６,３７８.０ ８５８.０

❼ S３２.７.１５ 秩父市，横瀬町 １５,４６２.０

❽ S３５.１１.４ さいたま市，川口市 １,１５９.０

❾ S５３.３.２２ 小鹿野町 ５,２８３.０ ４１０.０

❿ S５６.３.２４ 秩父市，小鹿野町 ９,４３０.５

自然公園
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◆県産木材の利用促進・率先活用
・住宅や公共施設などでの利用拡大
　公共施設での利用拡大を図るため、学校等における県産木材の利用を積極的に進めるとともに、市町村が整備する施設に対し木材調
達の助言などの支援を行いました。
　また、民間住宅等における利用拡大を図るため、県産木材を使用して新築・改築・内装木質化を行う住宅や事務所等を建設する工務
店等に対し、県産木材の使用量に応じた助成を行いました。

・安定的な供給体制の構築　県産木材の供給体制の整備
　県産木材の利用拡大を図るためには、品質が確保された県産木材を安定的に供給する必要があることから、「さいたま県産木材認証
制度」の運営及び森林の国際認証の取得に対して支援を行いました。
　また、川上から川下まで需給情報を共有し、伐採から製材、製品の販売までを結びつけるサプライチェーンの構築を支援しました。
　あわせて、現状の県産木材供給体制の課題を抽出・分析し、新たな供給体制を構築するための県産木材供給体制構築対策協議会を開
催しました。

写真３―４　公共施設（小鹿野町新庁舎）写真３―３　県産木材で建築した住宅


